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～乃木交番の活動～

この度、忌部地区の山間部を
中心とした不法投棄パトロール
を行いました。
不法投棄は犯罪です。
ゴミは各市町村で決められた
正しい方法で捨てましょう！！

活動重点

１ 特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害防止

２ 子供、女性を狙った犯罪被害防止

３ 金融機関、深夜営業店等を対象とした
強盗事件等の被害防止

４ 深夜帯における住宅地周辺の警戒活動の強化

５ 夕暮れ時から夜間における交通事故防止
と飲酒運転の根絶



北朝鮮人権侵害問題啓発週間とは？
平成１８年６月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵

害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年１２月１０日か
ら同月１６日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすること
とされました。この法律は、北朝鮮当局による人権侵害問題に関
する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮
当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを
目的としています。

〈松江警察署からのお知らせ〉

情報提供をお願いします！！
～連絡先～
島根県松江警察署 ０８５２－２８－０１１０
島根県松江警察署乃木交番 ０８５２－２３－５２５９

１２月１０日から１６日までは
『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』です

北朝鮮による拉致容疑事案
警察では現在、１９人を
拉致被害者として判断する
とともに、北朝鮮工作員等
１０人について国際手配を
行っています。
また、拉致容疑事案以外
にも、北朝鮮による拉致の
可能性を排除できない行方
不明者について、警察では
関係機関と連携して、徹底
した捜査・調査を行ってい
ます。
島根県警察のホームペー
ジにも「拉致の可能性を排
除できない事案に係る
方々」として紹介していま
すので、ホームページをご
覧いただき、情報提供をお
願いします。


